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　論　　　説

フランス第二帝政下の憲法構造

―執行権責任の内部構造に対する分析を中心として―

三　上　佳　佑

 序
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　第 1節　国家元首有責原理

　第 2節　大臣責任の一般的状況

第 2章　自由帝政

　第 1節　その経緯と構成要素

　第 2節　1870 年 5 月 21 日元老院決議

 結

序

本稿は，フランス第二帝政（1852～1870 年）を検討領域に設定し，同時期に

おけるフランスの憲法構造―Constitution の Structure あるいは「国制」

としての Constitution そのもの―を，執行権責任の内部構造に対する分

析を通じて，明らかにしようと試みるものである。検討の対象として，1852

年 1 月 14 日に公布された憲法（「1852 年憲法」）が置かれることは当然であ

る。しかし，それだけでは十分ではない。国家統治の基本的構造を規定する

規範命題として Constitution を理解するとき，1851 年 12 月 1 日深夜から翌

2 日早朝にかけてのルイ＝ナポレオンの実力発動に始まり，1870 年 9 月 2 日

のスダンの降伏に至る 19 年足らずの国家体制は，幾つもの憲法的文書とも
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いうべきもの Constitutions を持つに至ったからである。本稿では，1860 年

11 月 24 日デクレや 1863 年 6 月 23 日デクレ，1867 年 1 月 19 日デクレ，

1869 年 9 月 8 日元老院決議や 1870 年 5 月 21 日元老院決議といった一連の

規範命題が，検討対象とされる1）。また，これら憲法を筆頭とする制度的所

産を生み出すに至った政治過程に対する内在的な分析も必要である。制度的

側面に対する分析によって規範的・象徴的な形で提示される統治構造を確認

しつつ，現に機能していたものとしての第二帝政の政治―憲法構造の現象形

態を実証的な形で把握することが，「構造と動態という視点から」，研究主題

に肉薄するために不可欠と考えるからである2）。

筆者の主観的問題関心からすれば，本稿は，大革命以来漸う発展を遂げて

きたフランス大臣責任制の史的展開を追うクロノロジカルな研究の一段階と

して位置づけられる3）。第二帝政は，その最終末期における 1870 年 5 月 21

日元老院決議を以て，フランス憲政史上初めて，法的次元において大臣衆の

連帯的・政治的責任原理を確認した。この点で，第二帝政は，フランス大臣

責任制の分野では極めて重要な歴史的位置づけを有する。他方で，本稿の行

論の客観的意義づけは，より広いパースペクティブの中に求められよう。一

方では，19 世紀中葉の「帝政」は，憲政史の「過渡的（架橋的）」段階とし

て整理され4），内在的な検討，性格づけが必ずしも十分にされてこなかった

と指摘されている5）。そして， 他方では， この統治形態が 「近・現代のフラン

スの統治体制を俯瞰した場合，……非常に大きな重きをなしていること」に

鑑みると，「帝政の本質，性格，機能を理解することが，フランスの政治を

把握するうえでの不可欠の作業」であると指摘されている6）。これらの点に

おいて，本稿の主題が有する論争的意義の長大な射程が予想される。「やや

大胆にいえば，帝政的な要素を復活させた共和政」7）として，現行第五共和

制が性格づけられうる点でも，―憲政史上異例の8）大統領中心主義・強力

執行府を採用したドゴール体制理解のために一個の視角を提供するという意

味で―本稿の主題とそれへの検討の今日的意義が示唆されるのである9）。

事実，執行権と「民意」との直接の結びつきを可能とする諸制度 （人民投票， 
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大統領公選制，解散権の行使に至るまで）を長らく憲法思想上の 「タブー」 とさせ

た原因が，19 世紀の「帝政」の経験に求められている10）。本稿は，筆者の主

観的問題関心との関係から，社会・経済的な観点や，思想史的観点をほとん

ど捨象し，専ら政治権力―統治構造の観点から，第二帝政の基本的特質を把

握しようとする試みに過ぎないが，憲政史上の垂直比較に多少なりとも裨益

する研究を構成することは可能であろう。また，そのために，本稿の採用す

る視角についてはそれが十分に適切なものであることを信じる。なぜなら，

単なる君主的正統性に拠らない大統領制的統治構造から，次第に議院内閣制

的な統治構造へと推移したとされる第二帝政の統治構造の分析にとって，

ジョゼフ・バルテルミイとデュエズが議院内閣制の構成因子として着目した

大臣衆 ― 内閣と国家元首の責任の問題が11）， 最重要の力点を構成するはずだ

からである。人民からの直接の民主的正統性に依拠する―無論，このよう

な謂を現実隠蔽的な虚偽表象であると指摘するのは容易い―独任制執行機

関の存在が異例であり，興味深く関心を喚起するという第二帝政―そして

ドゴール期第五共和制―の性格が有する特殊性は，フランス大臣責任制の

沿革にとっても，フランス政治構造一般の沿革にとっても異ならない。以上

のようにして主題と視角とが設定される本研究は，したがって，主観的にも

客観的にも意味ある作業として位置づけることが許されるように思う。そし

て，本研究を意味ある作業とするために，出来うる限り一次資料，そして，

時代の目撃者たちの証言に依拠した方法が要請されるのは論を俟たないであ

ろう。

先行する第二共和制は，形式と建前においては共和政体であったが，その

実，ルイ＝ナポレオンの個人的思惑によって政治動向が牛耳られていた。そ

れ故，名実相伴った個人的権力の体制が，実力によって打ち立てられること

になるのは時間の問題であった12）。そして，当然に予想されていたクーデタ

によって成立した第二帝政は，そこでの支配的権力の性格において，基本的

には第二共和制と地続きである13）。このような消息が生じ得た背景には，ル

イ＝ナポレオンがただ単に君主的正統性に基づく専制権力によってではな
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く，第一に直接民主制的な正統性に基づく独裁権力によって行動していたと

いう事実，自身の行動に対して対外的・対内的に成果を収めるだけの統治者

としての適格性を彼が有していたという事実が存在する14）。このような謂が

第二共和制の体制側からする自己規定に過ぎないとの指摘は容易い。しか

し，個人的権力のかような性格が，大臣責任制を形骸化させ，執行権内部の

権力―責任構造を跛行的に展開させていった主要因であった点において，事

柄は重大である。かような消息に対して，政治生活上の当事者に他ならない

エミール・オリヴィエは， 同時に極めて冷静な観察者として， 次のような一般

的省察を残していた。「周知の通り，この君主は仮に自身が世襲の存在で

あったとしても，自身は責任を負う立場に留まり続けるつもりだ，と断りを

入れていた。これは無意味な前置きであったといってよいかもしれない。な

ぜなら，革命を通常の制度として捉えることでもしない限りは，世襲と責任

は両立し難い二つの概念だからである。皇帝は責任を引き受けることができ

た。もっとも，憲法上は彼は責任を免れることもできる。とはいえ，遅かれ

早かれ時が経つうちに，彼は次のような二者択一の選択へと追い込まれた。

すなわち，自身の体制に自由を外皮として被せない以上，権威主義と専制主

義の紙一重の狭く危ない綱渡りを選択するか。それとも，種々の自由を約束

する以上，個人的な権力から議院内閣制へと漸進的に移行するという選択を

するか。」15） 左右調停者としてのこの君主にとって，かような危うい綱渡り

は十八番であるはずであり，実際，当初の彼はこの方向を指向した。しか

し，全階級的な支持を集める（特定の階級・勢力からの積極的不支持を受けること

なく， 他の階級・勢力の支持を得る全き八方美人たること）ことはやはり彼にとって

も至難であり，綱渡りの必然的結末として用意されていたのは個人的権力の

譲歩であった。結局，体制は，1860 年以降，議院内閣制的
4

方向へと舳先を

向けざるをえなくなった。

さて，周知の通り，かような権威帝政から自由帝政への転向故にこそ，第

二帝政は一般的に 1860 年を分岐点とする二つの段階に分けて性格づけられ

ている。本稿も基本的にはこのような分析枠組みに従う。実際，この二段階
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の区別は，第二帝政が制度として採用した執行権責任のシステムにも概ね対

応しており，権威帝政において皇帝の個人的責任の背後に斥けられていた大

臣の政治責任原理は，1860 年以降の自由帝政下，終局的には 1870 年 5 月 21

日元老院決議によって大臣衆の連帯的・政治責任として著しく前景化する。

ただし，本稿の行論は，次のような留保を，基本的視角の中に取り置くこと

とする。すなわち，権威帝政から自由帝政への自由主義的発展は，必ずしも

1860 年を画期とする一段階的なものではないという観点である。この点に

関して，デランドルは「各段階を区別し，際立たせるのは容易ではない。第

二帝政における段階は二つしかない，1860 年という年号が権威帝政と自由

帝政を分かつ分岐点である―かような見方は恣意的である。かような見方

は歴史的事実をデフォルメする単純化である。権威主義は 1860 年以降も継

続したのであり，このとき行われた改革は僅かなものであった。1860 年の

かような僅かな改革に対して，真性の自由主義は，体制の崩壊前夜，ほとん

ど臨終間際 in extremis に実現したに過ぎない。したがって， 第二帝政にお

ける進化は，さしたる突発事ではなく，むしろ漸進的なものであったとした

方がよい。権威主義，そして自由主義は体制を大凡区別する二つの段階を構

成するに過ぎず，中間的段階が存在したと考えるべきであろう。」16）と述べ

ている。デランドルの指摘は示唆的であり，本稿ではむしろ，自由帝政自体

が最初期から最終末期に至るまで，多分に「中間的段階」としての性格を有

していたと理解する。実際，制度的次元においても，1870 年 5 月 21 日元老

院決議では，権威帝政を成立・維持させていた政治原理としての皇帝の個人

的有責原理が再確認されていたのである。第二帝政終末期を先進的な議院内

閣制的要素と後進的なカエサリスムの要素が入り乱れていた時期であると性

格づければ，「ナポレオン 3 世の治世には，王政復古的要素と移行期的な要

素の両方が同居していた。かような二つの側面の下で，第二帝政が過去から

生じたものであったのは実に自然であったといえる。同時に，第二帝政が未

来を指向していたのも道理であったといえる。」17）とのプレロの指摘は正鵠

を射ている。本稿は，権威帝政に対する分析において，第二帝政の政治的運



36

行を基本的に性格づけた国家元首有責原則と大臣責任疎外の一般的状況を確

認しつつ（第 1 章）， 自由帝政を， 大臣責任制の展開上， ―とりわけ， その

後の第三共和制への連続性という観点において―固有の意義を有する 10

年間として位置づけ18），分析を行う（第 2章）。

第 1章　権 威 帝 政

左右調停による綱渡りの対議会工作，中堅・少壮将校の抱き込み，警察権

力の掌握，シャンガルニエ将軍追い落としによる国民議会の武装解除等，

数々の政治策動が功を奏して，ルイ＝ナポレオンは全権力の掌握に成功す

る。1851 年 12 月 1 日深夜から翌 2 日早朝までの極めて短時間で，クーデタ

はあっけなく成功した。このクーデタによって，ルイ＝ナポレオンは反対派

の指導者たちを逮捕し，国民議会の解散という挙に出た19）。12 月 2 日のデ

クレ20）に続いて出された宣言において，ルイ＝ナポレオンは，自身がフラン

スに新たな体制を与えられるように，人民の信任の更新を要求した21）。彼は

「私は，権力の不安定性と一院の優越が騒乱と軋轢の原因であると確信して

いる。そこで，私は次のような来るべき憲法の基本原理を諸君の投票に委ね

る。この基本原理はのちほど両院において敷衍されよう。さて，その基本原

理とは次のようなものである。第一。有責の国家元首が 10 年の任期で指名

される。第二。大臣は執行権にのみ従属する。第三。法案を準備し，立法府

における審議の補助に任じるコンセイユ・デタは卓越した諸人物を以て構成

される。第四。法案を審議し，採択する立法府は普通選挙によって構成され

る。選挙を歪める名簿式投票は行われない。第五。全国の名士によって構成

される第二院は， 均衡のための権力 pouvoir pondérateur であり，基礎的契

約 pacte fondamental と公的自由の擁護者である。」22）と述べて，将来の憲法

の素案を示した。要するに，ルイ＝ナポレオンの狙いが議院内閣制の否定で

あったのは明白である23）。12 月 2 日の宣言に対応して，1852 年 1 月 14 日憲
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法は国家元首の個人的責任を規定し，大臣の政治責任は否定したのである。

第一帝政憲法を半ば謄写する形をとったが故の迅速さで24），ルイ＝ナポレオ

ンが在野以来構想してきた「皇帝民主制」が実現することとなった25）。

第 1節　国家元首有責原理

1852 年憲法第 3条が象徴的な仕方で 「共和国大統領は，大臣，コンセイユ・

デタ， 元老院， 立法院を『使って au moyen』統治する。」 と規定している通

り，第二帝政における国家元首は，残余の権力にありついたその他の権力主

体をも支配していた26）。同憲法によって採用された政治形態が「形式的には

共和制であっても，実質的には独裁制であった」と評される所以である27）。

同憲法第 2 条がルイ＝ナポレオンの共和国大統領職務を 10 年間の任期付き

のものとしていること，共和国大統領の再任の可能性と方式に関して沈黙し

ていること28），これらはさしあたって問題ではない。なぜなら，「既にこの

時点で，この 10 年の任期が切れる前に執行府が様変わりし，それによって

新たな共和国大統領を選出するのも無用になるであろうことは，確実」29）で

あったからである。事実，11 月 21 日，22 日のプレビシットで追認を受けた

1852 年 11 月 7 日の元老院決議により帝政が復活した。

憲法上， 執行権は国家元首が完全に掌理している。「国家元首chef de l’Etat」 

として共和国大統領は，統帥権と対外関係処理の権能を有し，官吏任命権と

命令制定権とによって国家元首の執行権は確保されている30）。憲法上，立法

権の領域においても共和国大統領のプレゼンスは重大である。第 4条におい

て立法作用は国家元首と両院とに分有されると規定されているにしても31），

法律発案権を有しているのは共和国大統領のみであり，しかも彼は絶対的立

法拒否権を有しているから32），立法過程の入口と出口を押さえる共和国大統

領の基本的優位性は明らかである33）。さらに憲法第 7条は，裁判は共和国大

統領の名の下で行われる旨規定している34）。憲法改正の際にも実権を有する

のは共和国大統領である。共和国大統領が憲法改正の提案をした場合，元老
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院は，提案を承認する義務を負わされているからである35）。憲法の基本原理

に関わる修正が加えられる場合には，改正は人民自身によって承認されなけ

ればならない36）。とはいえ，1852 年憲法によれば，人民に対して訴えかける

権利を有しているのは共和国大統領のみである37）。同憲法は執行・立法・裁

判および憲法改正の各次元各領域において国家元首ルイ＝ナポレオン・ボナ

パルトの個人的権力樹立に奉仕するものであり，同憲法体制はこれらの各次

元各領域において国家元首の基本的優位性を確保することで，彼を「国家嚮

導者 le maître de l’Etat」38）たらしめる。

そして，国家嚮導者としての共和国大統領の基本的優位性は，第二共和制

憲法と同様に維持された国家元首有責原則によって裏書きされている。1852

年憲法第 5 条は「共和国大統領はフランス人民に対して責任を負う。」と正

面から規定する。ただし，如何にも平板な憲法第 5条の規定からは直接言及

していない側面にこそ，「国家元首有責原理」の要諦があった。かかる側面

は，ルイ＝ナポレオンによる 1852 年 1 月 14 日の宣言でその姿を露わにす

る。「今次憲法は……諸君から選ばれた長が諸君に対して責任を負うことを

宣言している。かかる長は諸君に至高の判断 votre jugement souverain を求

める権利を常に有している。厳粛な場において，諸君が長への信任の継続を

為すことのできるように，あるいは，信任の撤回を為すことができるよう

に。」39） つまり，制憲者意思は，国家元首有責原則における「責任」なる概

念が，国家元首の発案に基づき，議会の頭越しに人民に対して直接負われる

プレビシットによって担保されることを明言しているのである。被裁主体の

発案によってしか追及されえないという奇怪な責任原理を，ミシェル・ベラ

ンジェは「まやかし mystification」と喝破している。「1852 年に組織された

国家元首の責任は，結局は掛け値なしのまやかしに過ぎなかった。人民は，

政治システムにおける真正の演じ手であるよりもむしろ，観客なのであっ

た。いうなれば，人民は，自らの意見を表明するためには，大統領の善意を

期待しなくてはならなかったのである。大統領はといえば，自分がもしそう

望むのであれば， プレビシットによって人民に訴えかけるのである。」40） そし
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て，ベランジェは結論づけている。すなわち，このようなシステムは「実際

には，民主主義にとっての脅威なのである。」41）と。第二共和政が政体の共

和制原理に平仄を合わせて愚直に採用した国家元首無答責原則は，共和制の

墓掘人となった。加えて，1852 年憲法と制憲者意思は，上に挙げた以外の

国家元首の責任原理について一切沈黙していた。カルロス＝ミゲル・ピマン

テルは「刑事的に不可侵であることによって，皇帝は世襲的権力主体に留ま

り続けることができた。この世の如何なる権力といえども彼を刑事訴追する

ことはできない。逆に，政治的次元においては，国家元首は何時であっても

悪を為す可能性があるものとして存在していた。それ故，第二帝政において

は国民は必然的に革命を為しうる主体たる地位に置かれていた。なぜなら，

国民は何時でも，皇帝の正統性を喚問することができたからである。もっと

も，だからといってかかる権利から法的な帰結が導き出されることは決して

ない。」42）と指摘している。つまり，特筆大書された大統領責任を，極めて

ルーズな政治責任原理として羊頭狗肉的に掲げる一方で，刑事責任原理に関

しては否定する―国家元首の個人的権力の強化に何処までも奉仕するかよ

うな責任原理は「カエサリスム」43）の一つの顕れである44）。

共和国大統領の政治責任の原則が提起されている以上，責任内閣は事実上

存在しえない。執行権が有責の独任制機関によって掌理されている以上，執

行権の主体としての自律的決定権を有しない諸大臣が責任を有する理はな

く，そのような理を個人的権力の体制を指向するルイ＝ナポレオンが潔しと

するはずもないからである。執行府における二重の責任を規定した第二共和

制憲法とは違って，諸大臣の政治責任は制憲者ルイ＝ナポレオンの意思に

よって拒絶され，1852 年憲法法文においても否認された。

第 2節　大臣責任の一般的状況

権威帝政は，大臣衆の対国家元首および対議会政治責任を一貫して否定す

る体制である。1852 年憲法第 13 条は「大臣は国家元首に対してのみ従属す
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る。大臣は，それぞれ自身に関する事案についてのみ，政府の行為に対して

責任を負う。大臣間における連帯性は一切存在しない。大臣は元老院によっ

てのみ訴追されうる。」と規定していた。「従属」する主体は「自律」的主体で

ない限りにおいて，政治的責任主体とはなりえない。国家元首は大臣に対す

る不信任表明権と罷免権を抜き身で有しているが，しかし，国家元首の側に

これらの権力が同定されることと，大臣の側において政治責任が同定される

こととは，対応関係にはない。両者の間に存在していたのは政治責任を媒介

とする紐帯ではなくして，むしろ，階層的な類型の関係性なのである。政治

権力を持たない諸大臣は，大統領意思の執行を自身の任務とする，単なる行

政官吏となる。このような在り様は，国家元首のパーソナリティによく対応

している45）。エミール・オリヴィエは「皇帝は，一人で行動する。すなわち， 

皇帝は一人で君臨し，一人で統治する。」46）と回想し，「皇帝は自分で話す以

上に，人の話を聞くタイプだった。そして彼は評議会に暇をやり，一人で決

めるのである。」47）と証言している。ド・ラ・ゴルスも「大臣たちは確かに自

分たちの椅子は持っていたのだが，その椅子が置かれていた場所は手荷物預

かり所，否，倉庫なのである。つまり，彼らは，主人に仕える端役的存在の

人物なのである。そして，この主人は，気難し屋で，謎めいていると同時に

強情で，全てを自分のところに引き付けるのに執心である……」48）と指摘し

ている。したがって，大臣衆の仕事は「何ら政治といえないもの」であり，

「大臣はそれぞれに隔絶しており，自身の配慮は全て，自身の省庁における

技術的な事柄に対して向かざるをえなかった。……したがって，大臣は，自

身の所管する行政が順調に進捗しているか，機能しているかについてのみ，

応答する義務を負っていたのである。」49） かような権限主体においては，政

治責任原理はその成立の前提条件をそもそも欠いている。

議院内閣制を否定し，大臣衆をして頭たる自身に反抗しない手足に飽くま

でも留め置きたいというルイ＝ナポレオンの意図は，大臣の刑事責任原理の

具体的な組織化において象徴的に示される。そもそも，大臣の刑事責任の問

題に関しては，当時のフランスにおいて既に，ある種の「公準」が存在して
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いた。すなわち，第一に，憲法が唯一の大臣責任原理として承認すること，

第二に，その具体的な組織化を憲法が立法委任すること，第三に，当然に予

期される特別法の制定は，しかし，実際には為されないこと，という三つの

方法論的選択である50）。ところが， 1852 年憲法における大臣の刑事責任制度

の組織化は大いに様相を異にする。大臣の刑事責任の原則は 1852 年憲法第

13 条によって規定されており，そこでは「大臣は元老院によってのみ訴追

される。」と規定されていた。これは異例中の異例である。過般来のフラン

ス大臣弾劾制の伝統に従えば―それが隣国におけるインピーチメントの継

受に他ならなかった限りにおいて―当然，「立法院が訴追し，元老院が裁

判する」こととならなければならないはずだが，元老院が大臣の―裁判で

はなく―訴追を任務としたのは，フランス憲政史の中で初めてのことで

あった。さて，第二帝政下の元老院議員たちは国家元首によって指名され

る51）。すると，「元老院が自身のこの権限を，皇帝の意見に同調させ，皇帝

の意向に沿う形においてのみ，行使するであろうことには疑問の余地はな

い。したがって，大臣たちからしてみれば，元老院のこの権限は，皇帝への

自身らの従属関係と競合し，皇帝への自身らの従属関係をマヒさせるよう

な，何か別の従属関係を生み出すものではない。むしろ，皇帝への従属関係

を強化するものなのである。」52）との推論が，当然の道理として働くのであ

る。もっとも，訴追された大臣たちが如何なる裁判機関に係属するかという

問題に関しては，如何なる憲法法文も明示していない。憲政史的伝統の観点

において，憲法第 54 条から，大臣の刑事責任の管轄権は特別の裁判機関に

属する，と推論されることになる。無論，第 54 条は，共和国大統領によっ

て為された重罪，謀議 attentats ，陰謀について高等院が管轄権を有するこ

と，国家の内外における安全に対する侵犯行為の場合にも管轄権を有すると

の規定であり，大臣責任に直接向けられた規定ではない。しかし，同条は，

同条の構成要件に該当する 「全ての者 toute personnes」 を対象とすると明示

している。しかも，同条は国家元首を被裁主体として規定しながら，「高等

院は共和国大統領の命令の名においてのみ，審理を付託される。」としてい
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る点が見逃せない53）。したがって，同条項は，実質的には大臣を主たる適用

対象としていることが推測されよう。そして，これ以上のより一層詳細な，

弾劾の具体的制度設計となると，後法への立法委任という，フランス大臣責

任制の伝統が再び姿を現す。しかし，過般来のフランス憲政における大臣弾

劾制の「公準」との関係において異例であったのは，第二帝政下においては

二つの法律が相次いで速やかに成立したということである。一つは，高等院

の組織を定める 1852 年 7 月 10 日の元老院決議であり，これは帝政復帰の宣

言が公式に為されるに先立つ立法である54）。いま一つは，特別裁判機関の権

限を定める1858年 6月 4日の元老院決議である55）。1858年 6月 4日決議第 1

条は， 高等院に対して，大臣の訴追についての受理不受理を決する権限を付

与し，かかる権限を特別の罪刑に対するものに限定しなかった56）。過般来の

フランス大臣責任制の制度的公準に留まる限り，弾劾的責任観という憲法原

理と，空手形としての立法委任によって刑事責任原理を議会の融通無碍な執

行府攻撃手段とする方法論とが，尋常一様な解法であるはずであった。しか

し，1852 年の制憲者意思が大臣の刑事責任原理に対して寄せる関心は尋常

一様なものではなかった。責任主体の自律性に奉仕することのない「責任」

原理であるならば，国家元首の個人的権力への翼賛体制確立のために是が非

でも必要とされたのである。大臣責任制の組織化に際して，1852 年のカエ

サリスムは， 無自覚的な憲政的伝統の承継という態度ではなく，自らの体制

を安定化させるための極めて自覚的な対応を見せた。それ故，刑事責任原理

に立脚する弾劾制のシステムの側面においては，第二帝政期はフランス大臣

責任制史の中で特異な一段階を構成することとなったといえる。

以上のような刑事責任を巡る消息に対して，大臣の政治責任は原理として

も実体としても存在しなかった。議院内閣制的類型の責任に関しては，1852

年憲法法文が原理的次元において拒絶していた。事実， 同憲法第13条は 「大

臣は国家元首に対してのみ『従属』する」と規定した。「従属する」ことと

「責任を負う」こととは，後者が応答客体に対する応答主体の一定の自律性

を前提とし，前者が前提としない点で大いに異なるうえ，同条における「大
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臣 ministre」は単数形，つまり個人としての存在であり，連帯性という政治

責任概念の本質的要素が逸されている。大臣の政治責任の原理的否定は，ル

イ＝ナポレオンによる 1852 年 1 月 14 日の宣言の中で，責任内閣制へのあか

らさまな敵意とともに言明され，正当化されている。「有責であることによっ

て，共和国大統領の行為は自由な，拘束のないものとなる。そこから，思惟

する際の，名誉ある力強い補佐人としての大臣を設けるべき共和国大統領の

義務は導き出される。しかし，それでは大臣たちが連帯的な構成員からなる

有責の評議会を形成するのかといえば，そうではない。かような評議会は国

家元首の個人の活力を常に妨害し，両院から発される政治的表明を常に妨害

する。したがって，だからこそ，かかる評議会は日々の変化にさらされるこ

とで，継続性の精神を何であれ失ってしまい，恒常的な仕組みを現実に適用

するにあたっては悉く失敗してしまう。」57） ここでは， ルイ＝ナポレオンに

よって権力と責任の相互補完性が明確に認識されていることに注目しなけれ

ばならないだろう。そうして，1852 年憲法第 44 条によって，大臣職務と議

員職務の兼任が禁止されたのである58）。デランドルは「立法府の構成員が大

臣として振る舞うことで，政府に対して議会の支配力を押し付けてこないよ

う回避することが望まれたのである。」59）と説明している。

体制の民主的・共和的正統性と国家元首無答責原則が，平仄の合わないも

のと考えた第二共和制の制度設計の完全な延長線上に置かれたことで60），第

二帝政前半期は，議会制の発展が停滞した。自由帝政の最終局面に至るまで， 

皇帝からの組閣要請を固辞し続けていたエミール・オリヴィエの嘆息が，か

かる消息を克明に記録している。「君主制下においては，議会制は必要不可

欠な形式であり，近代人が長い間相続権を奪われてきた déshérités 状態に留

まるのを潔しとしないかかる政治的自由にとって，なくてはならないもので

ある。共和制においてかくあるべきものとされている有責の国家元首によっ

て，議会制の仕組みは出鱈目な付け足し superfétation anarchique 以外の何

物でもなくなる。逆に，無答責の国家元首を有するということが，文明と進

歩の要請するところである。」61）
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第 2 章　自 由 帝 政

1860 年代以降，第二帝政は自由主義の途を指向した。体制の方向転換は

目撃者によって「議会制は 1852 年 1 月 14 日の共和制憲法によって殺され

た。しかし，議会制は理想となって生き返り，帝政が復活するや否や，現実

に生き返ったのである。」62）と証言され，後世の公法学者によって，体制は

「議会帝政 Empire parlementaire」63）に変容したと性格規定される。1863 年と

1869 年の立法府選挙によって自身の権威を低下させたナポレオン 3 世は，

巻き返しのために，議会政重視のポーズを見せた。両院は政府の活動に対す

るある程度の統制を加えることが可能になった。先ず，1860 年に復活された

勅語奉答のメカニズムによって，次いで，1867 年に奉答に取って代わった大

臣質問のメカニズムによって，大臣衆と議会との距離が縮まり，後者による

前者への政治的統制の契機が生じた。1870 年 5 月 21 日の元老院決議は，こ

のような再均衡化の流れの中での，体制における総括として位置づけられ

る。同決議によって国家元首と両院に対する大臣の政治責任の原則が規定さ

れた，と論じられ，第二帝政は当初の権威的体制から 1860 年を境に自由主

義を指向し，最終的には議院内閣制―立憲君主制へと落ち着いた，と論じら

れるのである。

しかし，権威的体制から自由的体制への移行は，飽くまでも体制内転換に

過ぎず，体制を性格づけていたのはカエサリスムであり，議院内閣制を制定

法上の原理として位置づけることを否定し続けたのもカエサリスムの原理で

あった64）。そもそも1860年におけるナポレオン 3世の転進は彼の対伊政策に

よる国内カトリック教徒の離反，対英通商条約締結による自由貿易政策に伴

う産業資本家層の離反と世論の硬化を前に，外見的に議院内閣制を演出して

みせることで人気取りを図ったものに他ならない65）。確かに，皇帝による最

初の改革の衝撃は，体制が議院内閣制へと緩やかに移行する原動力となった
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であろう66）。しかし，末期第二帝政をして「自由帝政」として性格づけるの

はまだしも，「議会帝政」として性格づけるのは性急である。そこには議院

内閣制的な諸要素が発生してきてはいるが，体制を性格づける原理にまでは

なっていない。議院内閣制の構成要素としての大臣責任―政治責任原理と

しての―に目を遣れば，それは 1870 年 5 月 21 日元老院決議によって，法

上の位置づけを得るに至った。しかし，それは体制の性格的諸原理との関係

で大幅な制約を被っており，いまだ胚胎状態に留まっていた。

第 1節　その経緯と構成要素

1860 年 11 月 24 日に採択されたデクレは 「国家機関 grands corps de l’Etat

が統治の一般政策に，より一層直接的に参画できるようにし，その信任の明

確な徴表を与える」67）ことを目的とし，立法院と元老院における勅語奉答を

復活させる旨規定した68） 69）。大革命以来，フランス議会政に伝統的に受け継

がれてきた政府への行動手段が復活したのである70）。

勅語奉答の復活は，エミール・オリヴィエら自由主義的人士の歓迎を受け

た71）。確かに，権威帝政は自由帝政への歩みを始めた。しかし，「口ごもっ

た muettes」72）議会両院が能弁になったからといって，それによって，奉答

による執行権の責任の統制が実現したとはいえない。11 月 24 日デクレはナ

ポレオン 3世の主体的な譲歩に―「如何なる圧力も皇帝にはかかっていな

かった」とオリヴィエは指摘している―過ぎず73），「立法府にとって，奉

答するということが何を意味するかというと，皇帝に対して，尊重すべき，

確固たる，良識に適った助言を聞かせること。」74）に過ぎない。上意良く下

意を徴すること自体は，そもそも，ルイ＝ナポレオンのカエサリスムが吝か

とするところではない75）。

勅語奉答の復活と並んで，内閣制度の改革も 1860 年 11 月 24 日デクレに

よって行われており，同デクレ第 5 条における「皇帝は，無任所大臣 mi-

nistres sans portefeuille を指名する。無任所大臣は閣僚評議会議長ならびに
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コンセイユ・デタと協働して，政府提出法案を両院において擁護する。」76）と

の規定は大臣責任の兆し une ébauche として評価されている77）。そして，自

由主義者たちに勝利をもたらした 1863 年の立法府選挙の後，1863 年 6 月 23

日デクレによって，無任所大臣のポストは国務大臣 ministre d’Etat のポス

トに置換された78）。デランドルは「かかる措置と同選挙によって，内閣改造

が行われた。これは相当に重大な出来事であった。事実，この内閣改造にお

いて初めて，政治的目標を指向する閣僚グループが，政治的性向に基づいた

大臣の取り合わせにおいて実現したのである。」79）とする。しかし，この 3

年間において第二帝政下に出現した「ある種の議院 ―内閣関係」は，マルセ

ル・モラビトが指摘するように80），同時期「以降，政府はこれらの下僕たち

によって護持されることとなった」に過ぎず，「『発言せる大臣 ministre de 

la parole』と『行動せる大臣 ministre de l’action』の間で為された区別に

よって，大臣職の保持者は当然のこととして諸問題に関して最もよく通暁す

る者でありながら，議会の会議に参席することができなかった」のである。

議院と内閣との相互掣肘と協働に基づく統治などは不可能であり，そこで見

られた政治動態は自由主義的外被の下で行われる皇帝翼賛体制の生理に他な

らなかった81）。国務大臣のポストを，ビロール Billault 死去後，権威主義者

ルエール Rouher が襲うことによって，体制が見かけほど自由主義的な価値

観に基づく訳でも議会制的でもないことはすぐに明らかとなった。

勅語奉答は 1867 年 1 月 19 日のデクレによって，大臣質問にその座を譲る

形で廃止された82）。その立法趣旨は，同日付の帝国官報が説明する皇帝の御

意にありありと示されている。「1860 年 11 月 24 日のデクレは元老院ならび

に立法院を，より直接的な形で政府の政策と結びつけることを目的としてい

た。しかし，奉答の討議は，かような目的を達するには至らなかった。奉答

に関する討議は時として，無益にも世論によって沸騰させられて，非生産的

な議論を行い，事に当たるための貴重な時間を浪費するという結果になっ

た。そこで，余は次のことを信じる。すなわち，審議する権力の特権を損な

うことなく，賢明な形で規律された大臣質問権を奉答の代わりに宛てること
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ができるはずと。」83） そもそも，七月王政下に登場した大臣質問 interpella-

tion は，当該質問が審議の対象となり，当該審議が議事日程の表決によっ

て（その否決は政府にとって事実上の強制的な辞職勧告である）締め括られる点にお

いてこそ，対政府統制手法としての基本的特質があった。この限りにおいて

こそ，大臣質問を通じた，議会での実のある政府統制が強制的に生起される

のであり，大臣質問が勅語奉答に対して有する基本的優位性が認められたの

である。ところが，1867 年 1 月 19 日デクレは，大臣質問が政府への政治的

統制の機縁となる可能性を注意深く排除すべく，大臣質問権の行使を厳密に

規律していた。したがって，大臣質問の復活は，両院による大臣の政治責任

追及の機会を十分に充足させるものではなかった。以下の三点において，大

臣質問権が有すべき政府統制作用は著しく減殺されていた。

第一に，大臣質問が提出されてから立法院で審議入りするまでに満たさな

くてはならない条件の厳しさが挙げられる。先ず，大臣質問の要求は書面で

為されなければならず，最低でも 5人分の署名を備え，質問の対象を明記し

ていなくてはならない84）。この条件を満たした要求は，国務大臣へ送付され

た後，審議のために議院理事部に送付される。そして，これらの過程の中で

の最大の難関が置かれた。当該大臣質問に対して，立法院における討議が開

始されるためには，元老院における二つの理事部あるいは立法院における

四つの理事部が討議の開始に対する支持を表明しなくてはならないのであ

る85）。このハードルの高さこそが大臣質問権の行使における最大の障壁で

あった。自由主義者ランジュイネは「我々は法に規定された奉答権を有して

いるが，しかし，そこでの方式は，ただ多数者の権利を形成するだけであ

り，少数者の権利については否である。奉答によって，5 人の議員が質問を

提起し， それについて討議する権利を有する。ここまで辿りつくのは大体に

おいて確実である。しかし，ここから後は違う。大臣質問の許可は四つの理

事部によって為されなければならず，周知の通り，我が立法院において四つ

の理事部ともなればこれは多数派である。かようなハードルはあなた方に

も，そして私たちにものしかかる。時にはこの多数派の中において，政府に
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対して質問を提起したいと考える集団が形成されることもあるであろう。そ

ういった事情は私たちもしばしば目にしている。この集団もかような手続を

踏むのだろうが，私たち同様，その集団の要求はそこで御破算になってしま

うであろう。」86）と指摘していた。

第二に，デクレ第 4 条が，純然たる議事日程 ordre du jour pur et simple

の採択によって，あるいは政府への送付 renvoi au gouvernement によって

討議は終結する，と規定していた点である87）。理由を付した議事日程 ordre 

du jour motivé の採択ができないということは，議会が，内閣不信任の明示

的態度表明を為すことができないということを意味する。エミール・オリ

ヴィエは「大臣質問のシステムは，理由を付した議事日程を禁止したことで

失敗した。最早大臣質問によって議院が政治的討議を行い，現実的なサンク

ションを与えるのは不可能となってしまった。もしも私が何か助言をと求め

られたならば，このような反自由主義的な制約には反対していたことであろ

う……」88）と悔やんでいる。七月王政下の議会政の大きな遺産は，形だけ

で，実質は全く骨抜きにされた。

第三に，デクレ第 7 条89）の規定による，大臣の議会出席に対する規制で

ある。同条は大臣が立法院あるいは元老院に出席しうる旨を規定している

が，これは「大臣の議院出席権」を保障するものではなく，「皇帝からの特

別の派遣によって par une délégation spéciale de l’Empereur」大臣は議院に

出席する地位にあると規定するに過ぎない。「自由帝政」においても，カエ

サリスムの制度的保障は健在である。更に，いま一つの問題として，デクレ

第 7 条における主語が「各々の大臣 chacun des ministres」とされていたこ

とも見逃せない。つまり，大臣は飽くまでも個人として議院に出席するもの

とされていた。大臣衆が内閣という一個の集団として議場に席を占めるとい

う連帯性の原理を，1867 年 1 月 19 日デクレは採っていない90）。

以上の三点から 1867 年 1 月 19 日デクレにおける立法者意思が，大臣の政

治責任原則の確立と，それによる議院内閣制の確立を指向していなかったこ

とは明らかである。確かに，同デクレは，第二帝政後半期を，政治制度の次
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元において自由帝政として強く性格づけているといってよいであろう。しか

し，大臣質問の行使要件が厳格に規律されたことによる「量的統制」，大臣

質問の審議が「純然たる議事日程」の採択しか伴わないものとされた「質的

統制」が二つながら置かれた事実は，「自由帝政」が「議会帝政」へと進化

することを頑なに拒む体制の意思表明であった。大臣の政治責任原理を中核

とする大臣責任制の発想が受容されながらも，それが責任内閣制，議院内閣

制へと発展することを拒む態度は，大臣衆が一体となって議院と向かい合う

という構図がデクレによって否定されていたこと，そもそも大臣は「主人」

の許可を得なければ議場に出席できないという原則が採られていたことから

も明らかである。

余命 3年を運命づけられた第二帝政は，しかし，留まるところを知らぬ改

革の強風にさらされていた。再び自由主義者たちが勝利を収めた 1869 年 5

月と 6 月の立法府選挙は，皇帝を追い込んだ。1869 年 9 月 8 日元老院決議

は91），次の三点において，1852 年の体制創建以来の憲政の基本構造，すなわ

ち責任内閣制の否定という体制の本義を大幅に相対化させた。

第一に，1869 年 9 月 8 日元老院決議は，第 2 条で「大臣は皇帝のみに従

属する。―大臣は皇帝の主宰の下，閣議において合議する。―大臣は有

責である。―大臣は元老院によってしか訴追されえない。」と規定したこ

とで，大臣の連帯性を禁止する 1852 年憲法第 13 条の原理を否定し，大臣衆

が集団的かつ連帯的な内閣へと発展する可能性に途を開いた。第二に，同条

によって，閣僚評議会は合議制の機関と性格づけられることとなった。大臣

衆が内閣として，一体的意思形成の主体へと発展するために不可欠な要素が

憲法編入されたのである。第三に，同元老院決議第 3 条は 1852 年憲法第 44

条を削除し，「大臣は元老院または立法院の議員たりうる。―大臣はいず

れの議院にも出席し，彼の要求するときには彼の意見は聴されなければなら

ない。」と規定して，大臣職と議員職の兼職禁止を解除した。1869 年 9 月 8

日元老院決議によって末期の第二帝政に与えられた変革が，議院内閣制の発

展にとって重大な与件を構成したことに疑う余地はない。しかし，これらの
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制度改革が相当に抜本的な性格を有していたにしても，元老院決議によって

体制が議会帝政として再組織化を果たしたかは必ずしも明らかではない。エ

スマン，ジョゼフ＝バルテルミイ，デランドルらフランス公法学の古典的学

説に拠れば，1869 年 9 月 8 日元老院決議第 2 条は，大臣の政治責任を規定

するものとは解されていない92）。なぜなら，同元老院決議第 2条は，その第

1 項において，事実，大臣は国家元首にのみ従属するとの規定を置いてお

り，そうすることにより，議院内閣制的類型の責任の可能性を封じているも

のとも読むことができるからである93）。第 2条最終項が直前の第 3項を補完

していると考える限りでは，責任が刑事的性質のものに留まると指示してい

ると読むことが可能なのである。立法院が大臣を訴追するのに無権限状態に

置かれ，しかも，大臣に対する皇帝の影響力が強大であったことに留意すれ

ば，弾劾制が責任内閣制へと発展する契機も乏しかったと診なければならな

いであろう。

第 2節　1870 年 5 月 21 日元老院決議

1869 年 9 月 8 日の元老院決議の採択によって，自由帝政がその議会制的

外観に一層の真実味を加えつつある中，1869 年 12 月 27 日の教書で，皇帝

はオリヴィエに対して新たな組閣を要請した。「……大臣たちは余に辞職を

告げた。貴下が余に対して，貴下自身とともに同質で立法府多数派を忠実に

代表する内閣が組織できるような，そして，文書の上でも精神においても，

9 月 8 日の元老院決議を適用する決意を固めているような，そのような人物

を選ぶよう求めたことに対して，余は固く貴下の愛国心を信頼する。」94） こ

の教書は，諸大臣は最早国家元首の個人的選好に従って選任される存在では

なく，閣僚評議会議長によって選任されるという原理を明示している点で画

期的である。オリヴィエに与えられた役割は，公式の肩書を付されたもので

こそなかったが，しかし，それは，閣僚評議会構成員の大部分を選任する

「閣僚評議会議長」に他ならなかった95）。オリヴィエは「議院内閣制に全き
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形で適合するためには，1 月 2 日の内閣には四つの条件が欠けていたのであ

る。第一。自ら陸相と海相を指名するという条件。第二。公式の政府の長を

有するという条件。第三。議会の何らの一部分をも構成しておらず，それ

故，責任を負うという条件を欠いている存在であるところのコンセイユ・デ

タ議長を，自身の構成員の中には含まない，という条件。第四。上院の如何

なる構成員も含まないという条件。」96）等，改革の不十分さを指摘している。

とはいえ，「1 月 2 日の内閣がかようなものであったとして，しかし，この

内閣の中に国会議員が居たという事実は，同内閣における議院内閣制的諸条

件の欠落を補って余りあるものであったのであり，直ちに大臣を更迭できる

議会は， 自分らが正当にも要求していた諸事案の方針決定に対する影響力を， 

まさしく有していたのである。」97）と付言しているところを見れば，「議会帝政」 

に取り敢えずの及第点を与えていると見てよいだろう。そしてオリヴィエは， 

立法院議員たちに対して「我々は，皇帝からの信任を得ることが必要であ

る。……加えて，我々は，かかる信任に付け加えられるものとしての，諸君

からの信任を得ることが必要である。」98）と演説した。オルレアニスムはボ

ナパルティスムについに巻き返しを果たしたと評される所以である99） 100）。大

臣選定罷免権の皇帝への専属の原理が憲法上の原理として維持されている限

りにおいて，かかる「決意」は，体制のカエサリスム的性格を著しく相対化

する方向へと作用するはずである。

1870 年の春，皇帝は 1870 年 3 月 21 日にオリヴィエに宛てた書簡におい

て，「余は，現下の情勢において，帝国の立憲統治に必要な全ての改革を受

け入れることが望ましいと信じる。一部の者らにおいては心得違いの変革の

望みにとらわれており，これは不安定を生み出すことによって世論を動揺さ

せるものであるが，かような心得違いの変革の望みに終止符を打つために

も，かかる改革を受け入れることが便宜であると余は信じる。」101）と述べ，

体制の存続のためには政治改革が必要であるとの情勢認識を示した。3月 28

日，内閣は法案を元老院に提出した102）。同法案第 19 条は，1869 年 9 月 8 日

元老院決議第 2 条を修正して，次のように規定していた。「大臣は皇帝のみ
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に従属する。―大臣は皇帝の主宰する閣議において合議する。―大臣は

有責である。」この政府提出法案は委員会審議に係り，委員会の部長評定官

premier président であったドゥヴィアンヌ Devianne は，4月 12 日の元老院

において報告を行っている103）。政府提出法案の第 19 条に関して，彼は次の

ように示唆している。「第 1項は最終段と矛盾するのではないか。委員会は， 

長い議論の対象となったかかる規定については変更を加えることを望む。委

員会は，第 1段を次のような言葉で以て置き換えることを提案する。すなわ

ち，『皇帝は大臣を任免する。』と。かかる規定の有する思惟は何か。それ

は，言葉のあらゆる意味において大臣が有責である状況を確立することであ

る。これこそ正に，元老院決議が導入した議院内閣制 régime parlementaire

なのである。」104） かかる修正，すなわち大臣が「言葉のあらゆる意味におい

て有責に」なったという変化を捉えて，ルイ・フェルステルは，第二帝政終

末期の大臣責任制は，刑事的次元を脱して政治的次元へと移行したと性格規

定する105）。元老院決議が「議院内閣制」を打ち立てたものである旨，報告者

が明言しているだけに，フェルステルがかような性格規定を行ったのも，確

かに道理といえるかもしれない106）。

最終的に採択された法文は，1870 年 5 月 21 日元老院決議である107）。同元

老院決議の第 19 条は「皇帝は大臣を任免する。―大臣は皇帝の総理する

sous la présidence 閣議において合議する。―大臣は有責である。」と規定

した。同規定は，大臣責任が誰に対して如何なる条件の下に負われるもので

あるのかについて触れていない。このような欠缺は，1814 年憲章第 13 条の

規定，そしてこの規定を全く再生産したに過ぎない 1830 年憲章第 12 条の規

定に連なる，19 世紀フランス憲政の伝統に新たな一頁を付け加えるものに

他ならない。

1870 年 5 月 21 日元老院決議第 19 条は，1869 年 9 月 8 日元老院決議第 2

条を修正し，同第 2条第 1項と第 2項を削除することによって，同条の射程

を大きく変更した。1869 年 9 月 8 日元老院決議第 2 条は，その最終項が政

府構成員の元老院への訴追様式を規定することによって直ちに前項を補足す
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るものとなっており，大臣の刑事責任の原則を規定したものとして読むこと

が可能であったが，しかし，1870 年 5 月 21 日元老院決議第 19 条において

は，かような読み方が最早成り立たなくなった。同第 19 条においては大臣

の刑事責任についての一切の規定が消失したことによって，責任のより一層

政治的な性格を示唆している。1869 年 9 月 8 日元老院決議第 2 条とのコン

トラストは鮮明であり，体制のボナパルティスムからオルレアニスムへの転

換が明確に確認できるといえるだろう。ボナパルティスムの相対化とオルレ

アニスムの復活強化は，1870 年 5 月の改革者意思，すなわちエミール・オリ

ヴィエの宿願に他ならなかった。10 年来，この宿願を叶えてくれる情勢が

中々整わなかったからこそ，彼は皇帝からの大命降下を幾度となく断ってき

たのである。自由帝政劈頭，体制の転進を象徴する 1860 年 11 月 24 日デク

レ，すなわち勅語奉答の復活に対するオリヴィエ最大の遺憾は，大臣の政治

責任規定の欠缺に他ならなかった。彼は次のように語っていた。「……皇帝

が能動的で有責な存在でないとしたら，帝国は存在しえない。事実，皇帝は

能動的であるし，有責である。私が望むことはただ一つである。皇帝が，自

身の国民に対する責任の上に，大臣の議会に対する責任を付け加えて下さ

ることだ。」108） オリヴィエの 10 年越しの宿願を実らせたのが，他でもな

い 1870 年 5 月 21 日元老院決議であった。「……元老院決議案とその決議案

の提案理由説明を，私は報告したのだった。この決議案においては，大臣責

任 responsabilité ministérielle の確立によって，議院の権利が組織されてい

た……」109）第 19条と同様に， 1870年 5月 21日元老院決議第10条も皇帝の統

治権を規定していたが， しかし， そこでは皇帝は最早大臣を用いて au moyen

統治するのではなく， 大臣， コンセイユ・デタ， 両院と協働して avec le con-

cours 統治するとされていた110）。つまり， 「かような語法の変化は， 大臣が政

治的方針決定に携わるようになり，政策決定に影響を及ぼしうるようになっ

たこと，つまり，かような大臣の格上げの消息を伝えるものである。」111） 同

決議第 20 条は，大臣職と議員職との兼職可能性を再確認すると同時に，大

臣の議院への出席権と発言権を再確認するものであった112）。
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さて，如上の消息から，観察者が，次のような評価を結論づける誘惑に駆

られる可能性があるのは自然である。すなわち，1870 年元老院決議第 19 条

に至って，第二帝政における大臣責任は，刑事的次元を超越して政治的次元

へと達した，と。そして，体制の政治制度の中で大臣衆が置かれた地位の変

動に伴い，「自由帝政」の最終形態としての「議会帝政」が達成された，

と。確かにこれらは見易い道理である。

しかし，結論においてかような性格規定は妥当であろうか。果たして，第

二帝政はその最終局面に至って大臣の政治責任原理に基づく憲政を達成する

に至ったといえるのであろうか。事柄はすぐれて繊細微妙な性質のものであ

り， エスマン， オーリウからモラビト， ラキエーズに至る古今の公法学説は， 

1870 年 5 月 21 日元老院決議第 19 条の大臣責任が政治的射程を持つことを

肯定しながらも，議院内閣制，すなわち大臣の政治責任に基づいた憲政の枠

組みが生成されたか否かという問いに関しては，国家元首のプレゼンスを以

て最大の障害事由と見做し，否定的に解している113）。1870 年 5 月 21 日元老

院決議は確かに憲政の抜本的な改革として位置づけられうるが，しかし，そ

こにおいてさえ，プレビシットと連動した皇帝自身の有責原則については手

がつけられていないのである114）。この点において，大臣衆の連帯的政治責任

としての政府責任の必然性は自ずから縮減されるのであり，この種の責任が

実際に作動する機縁にも乏しい。その上，同元老院決議においては，国家元

首のアクトに対する大臣の副署の義務づけという重要問題について等閑に付

されている。国家元首が自律的，優越的な政治的決定主体であるという大原

則は 1870 年 5 月の憲政改革においても全く忽せにはなっておらず，これで

は大臣の政治責任原理は疎外されざるをえない。議院内閣制は生成されず，

「オルレアン的」「二元的」といった形容句は，そこでの議院内閣制の実体の

欠如に対する弁明でしかありえない。そうであるからこそ，「1870 年の憲法

には，議院内閣制の機能を困難ならしめずにはおかないものと思料されるよ

うな一つの原則が包蔵されていた。というのも，同憲法は大臣の責任を宣言

しておきながら，国家元首個人の責任も組織していたからである。……翻っ
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て考えてみれば，議院内閣制にとっての欠くべからざる与件とは，国家元首

の政治的無答責なのである。」115）とラフェリエールは総括するのである116）。

第二帝政は結局のところ，大臣の政治責任の存立条件を整えることができな

かった。「政治的な politique」という形容句を伴わず憲法編入された大臣の

「刑事性を超越した」責任原理は，その意味において正しく「一般的 géné-

ral」責任という曖昧な地位に打ち置かれたと見ることが適切であろう117）。

第二帝政を通じて両院はその勢力を漸次拡大させ，両院は執行権に対する

チェック機能を事実上拡充させて来ったといえる。しかし，大臣の置かれた

地位に目を転じてみれば，彼らは結局，自律的な政治主体には成り切れな

かった。政治責任の存立条件は，両院による大臣不信任議決権の保障，両院

による大臣罷免権の保障，大臣における政治的自律性の保障という三つなが

らのものである。第二帝政末期の改革は，実のところ第一の条件しか満足さ

せなかった。そして後二者の条件が満たされなかった要因は，二つながら偏

にカエサリスムの存置にあった。最後のところで，国家元首の直接民主政

的・個人責任の原理が，大臣責任の原理を妨害する。いわば，ナポレオン 3

世の「ボナパルティスム」の構想と彼のパーソナリティの強固さを前にし

て， エミール・オリヴィエのオルレアニスムは 「体制内化」 されてしまったと

いえる。ボナパルティスムという体制の論理は強かであった。この事柄につ

いて，ラキエーズのオリヴィエ評は手厳しい。彼は「体制末期の強かなる人

物，エミール・オリヴィエは……議院内閣制の熱烈な信奉者であったと考え

る訳にはゆかない。」118）と断じた後，「エミール・オリヴィエは，均衡体制と

はいっても執行権が強力な体制の中に留まっていたのであった。かかる体制

においては，両院は国家元首に対して，大臣を変更するよう強いるだけの準

備はできていない。」119）と評する。そもそも 1860 年 11 月 24 日デクレに始ま

る自由帝政への移行自体，ナポレオン 3世のイニシアティブによるものであ

り，「皇帝は，自身が最もよく権力を保持するためには，耳障りな意見にも

耳を傾け，如何なる状況下においても人民の望みを尋ね，為すべき改革は為

すこと，これがどれほど重要であるかを知っていた」120）のである。同時代人
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エミール・オリヴィエによっても 「皇帝に改革を強いた圧力など何一つなかっ

た……。改革は凄まじい権力によって全き力を以て行われた。この凄まじい

権力は岩盤にしっかりと根差したものであり，それが揺らごうとは，何者も

予想だにしなかった」121）と証言している。事情は 1867 年 1 月 19 日デクレに

おいても同様であり，同日の国務大臣宛ての皇帝の教書は「余は……元老院

ならびに立法院において幾らかの討議に加わる為の特別の派遣団の資格にお

いて，大臣たちをこれらの議院に送ることで，余は，余の政府の力をよりよ

く用いることができる，と考える。もっとも，大臣の間での如何なる連帯性

も認められず，大臣をして国家元首のみに従属せしめる憲法の法文より離

れることも得ない，と考える。」122）と改革の趣意を伝えている。配下の者を

「使って」統治する皇帝が，体制劈頭より，政府委員としてのコンセイユ・デ

タ評定官の議会答弁が要領を得ず，彼ら「道具」の利用価値が低いと感じて

いたこと，そこで，別の「道具」，すなわち大臣に議会と意思疎通させるの

が便宜だと感じていたことが学説によって指摘されている123）。1870 年春の

憲政改革についても， その趣意が「現下の情勢において……一部の者等が心

得違いの変革の望みにとらわれており……かような心得違いの変革の望みに

終止符を打つため」124）であることは，皇帝のエミール・オリヴィエ宛て書簡

が伝えているところである。

つまり，自由帝政へ，あるいは議会帝政へ，という「転換」は，徹頭徹尾

体制側の論理からする情況的対応の連続として企図され，実施されてきたも

のであり，かかる「転換」は何処までゆこうとも体制内改革以外の何物でも

なかった。エミール・オリヴィエがいみじくも「……皇帝が能動的で有責な

存在でないとしたら，帝国は存在しえない。事実，皇帝は能動的であるし，

有責である。」125）と語っている通り，第二帝政は 1860 年以降の大幅な方針転

換にもかかわらず，自己同一性を全き形で保持していた。そして，第二帝政

が第二帝政である限りにおいて，体制はナポレオン 3世という人格による権

力の個人化を，ボナパルティスムという方法論によって実現してゆくのであ

り，そうである限りにおいて，体制は本質的・原理的に，大臣衆の政治責任
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原理と背反関係に在り続けるのである。「1870 年体制が，依然として皇帝民

主制の主要な要素を持ち続ける体制であることを忘れてはならない」126）ので

ある。

そして，時間は最早残されていなかった。1870 年 9 月 4 日，第二帝政は

衝撃的な結末を迎えた。議会に対するものと解される諸大臣の一般的「責

任」規定と，議院内閣制と整合しない皇帝の「プレビシット」とを並置させ

た 1870 年 5 月 21 日の「憲法」において，「プレビシットと議院内閣制の内

どちらが勝ったであろうか。憲法慣習は矛盾をはらんだ法文を如何なる方向

に修正したであろうか」という問いを解き明かす「未来」は存在しなかった

のである127）。

結

第二帝政期の憲法制度と政治動態を，一般的な形で大づかみに性格規定す

ることは，一般的にこの体制が前半期と後半期とで「著しく」異なった特徴

を持つという「二分法」の下で理解されているだけに，冒険的といえよう。

とりわけ，憲法 ― 政治制度の次元における変動の明確な徴表に少なからず

プレフェランスを示して分析を行う公法学のディシプリンにおいては，一層

強くそのようにいえるであろう128）。しかし，1860 年を画期とする第二帝政

の二分法的図式―この図式は我が国では通説的な見解を固めてきたが，

それが中木康夫の議論129）の影響力に負っているのはもちろん見易い道理で

ある―は，歴史学のディシプリンにおいては極めて強く相対化されてい

る130）。本稿の行論は，既に見た通り，1860年を画期とする第二帝政の 「転換」 

という基本的分析枠組みに立ちつつも，「断絶」よりは 「連続」 局面を重視し

て検討を試みたものである。この点，筆者の問題関心が，近年の歴史学にお

ける第二帝政研究の進展に，陰に陽に刺激されたものであるのは無論であ

る。しかし，一点，本稿における分析の独自性を主張できるとすれば，近年

の第二帝政研究の動向に「権威帝政に内在する自由帝政の萌芽」を見出す傾
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向が指摘されるのに対して131），本稿は，憲法―政治制度の動向と主要政治ア

クターの行動思想とを，主として一次資料に依拠して分析することで，「自

由帝政に内在する権威帝政の執拗な痕跡」を飽くまでも強調した点にあるで

あろう。

執行権内部の責任 ―権力状況を分析するとき，とりわけ大臣責任制の点に

おいて顕著な第二帝政の特徴は，復古王政・七月王政・第二共和制以来連綿

と続く，大臣衆の国家元首に対する従属性という連続局面である。むしろ，

1814 年・1830 年のシャルトに規定された大臣の地位と比較した場合，ボナ

パルティスム体制下におけるそれは，政治責任原理に基づく大臣責任制の展

開という点からすれば，後退局面が観測されている。少なくとも，第二帝政

前半期においては，かような性格規定が明確に肯定されよう。皇帝のカリス

マ性という状況的因子，政治権力と政治責任を執行権の頂点たる国家元首に

おいて結合させる憲法規定と，国家元首が主導権を握りうる大臣弾劾制とい

う制度的因子が存在したことによって，政府構成員は皇帝意思に対して多か

れ少なかれ従属していた。したがって，国家元首と大臣との間に同定される

のは，階層的権力関係であり，責任主体の一定の自律性を前提とする政治責

任の体系ではない。

さて，クーデタによる権力奪取の口実が，王党派議会によって廃止された

普通選挙制の復活にあった以上，ナポレオン 3世にとって男子普通選挙制の

完全実施は如何なる理由をつけても否定し難いものであるし132），彼自身，「ナ

ポレオン的理念とは，革命の 50 年間によってかき乱されたフランス社会の

再建にあるのであり，秩序と自由，人民の権利と権威の原理を調和するとこ

ろにある。L’idée Napoléonienne consiste à reconstituer la société française 

bouleversée par cinquante ans de révolution, à concilier l’ordre et la liberté, 

les droits du peuple et les principes d’autorité.」133）と述べていた。かように

して採用された普選制によって強力な民主的正統性を付与された議会が，ボ

ナパルティスムへの最大のアンタゴニストとなったことは，ある意味では必

然的帰結である134）。地方における名望家支配が強固であったことも，ボナパ
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ルティスムの集権的傾向を相対化させることに繋がる135）。すなわち，官選候

補者制度も，官選候補者の選択を事実上一任されていた知事―「小皇帝」

としての強力な権力主体―が必ずしも尋常一様に皇帝権力への追従者では

なかったこと，また，当の官選候補者自身が，当選後も政府に対して義理を

感じずに自由に行動する傾向が強かったことで，次第に空回りしてゆくので

ある136）。つまり，「ナポレオン的理念」に沿った皇帝民主政は，一定の自壊

的傾向ともいいうるモーメントを含んでおり，特定の政治的・経済的文脈の

生成を契機とする，権威的・強権的支配の緩和可能性を内在させていたとも

理解しうる。確かに， 1860 年以降に見られた帝政の自由主義的転向は， 皇帝

にとっての「撤退戦」であったかもしれない。しかし，それが飽くまでも，

何が自身の利益になるか深謀遠慮を重ねた皇帝によって，皇帝のために行わ

れた改革に過ぎないことは，既述の行論から明らかであろう。皇帝は戦術的

撤退をしたが，その際の撤退経路は，自身が描いた統治構想の青写真―ナ

ポレオン的理念―という地図に書き込まれていたのであり，状況次第では

いつでも自身が舞台の中心に舞い戻れるよう，国家元首有責原則は憲法制度

上に存置された。したがって，本稿の拠って立つ基本的視角が，セニョボス

による第三共和制官製史学以来，通説的な見解とされてきた「皇帝譲歩説」

を採らず， 「皇帝主導説」 を採ることは明らかである137）。その上で， かように

して皇帝（この人物が 「馬上のサン＝シモン」 あるいは戴冠せる 「社会主義者」 にして 「反

動」 の権化という， 鵺的なシンクレティストであることは改めて留意しておく必要がある） 

の主導で華々しく演出された「自由帝政」が有する，権威帝政と本質的には

異ならない性格を，本稿は析出するべく試みたのである。1870 年 5 月 21 日

元老院決議は，ナポレオン 3世と，彼によって体制内化された自由主義者エ

ミール・オリヴィエによる，巧妙な解法であった。議会政の要求と個人的統

治の延命を調停させる，一つの解法である。「自由帝政」として自己を演出

したかような改革を，「議院内閣制」という，ボナパルティスムにとって自己

否定的な結論を導き出すものと性格規定するのは難しい。改革者意思は「自

由帝政」と特筆大書された看板を嬉々として掲げたかもしれないが，「議会帝
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政」という看板は「心得違い」として願い下げたであろう。当事者の「後日

談」として，エミール・オリヴィエは，事実，次のように回想・総括してい

る。「とはいえ，皇帝はイギリス流の議会制を打ち立てた訳ではないし，ま

してオルレアン的議会制を打ち立てた訳でもない。この二つの体制と，皇帝

の自由主義的体制 système libéral は， 二つの重要な相違点によって区別され

る。―1870 年にあっては， それ以前と同様に， 大臣衆は， 皇帝の力の及ば

ないところで en dehors de l’Empereur，内閣首班 chef du cabinet の資格を

付与された彼らの内の一人によって総理される形での合議体 un Conseil dé-

libérant を構成していなかった。―大臣責任は，皇帝無答責を意味してい

なかった。大臣の責任は国家元首の責任に付け足されたのであって，国家元

首の責任を排除するものではなかった。統治者は非能動的存在であり，その

存在に意義を差し挟む余地のない存在であるという擬制を，この国は決して

理解しなかったのである。二つの責任は異なる仕方で機能しなければならな

い，ただそれだけのことであった。大臣衆の責任は両院の裁量の下に付され

る。皇帝の責任は人民に対してしか負わされない。前者は信任あるいは不信

任の表決によって実施されることとなり，後者はプレビシットによって実施

される。」138）

確かに，既述の通り，第三共和制前半の段階において既に，「議院内閣制」 

的位相における第二帝政の先進性は認識されていた139）。しかし，後世の公法

学者の慎重な見解と併せて考えてみても，第二帝政最終期を「議会帝政」と

形容するのは適切ではないであろう。かような形容は，第二帝政最終期を，

大臣責任制・議院内閣制の発展史という位相における，何らかの「完成形」

を構成するものとして示唆しかねないからである。第二帝政期，就中その後

半期は，大臣責任制と国家元首有責制の相克の中で，すぐれて特徴的な執行

権責任のシステムを形作ってきた。したがって，往々にして指摘される通

り，やはりこの時期は，フランス大臣責任制の発展史の中で，言い換えれば

フランス議院内閣制史の中で，19 世紀前半の立憲君主制から第三共和制期

への特異な遷移期・過渡期を構成するものといえよう。それが「過渡期」で
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ある以上，そこでは大臣責任制に立脚する議院内閣制は，如何なる意味で

も「完成」してはいない。1875 年憲法的諸法律の成立に未だ至らない第三共

和制最初期（1870～1875 年）における執行権責任のシステムが，ティエールに

よって一種人格化された権力に対して，有責性を認めていたという事実も，

大臣責任制・議院内閣制的位相における「自由帝政」の過渡期的性格を傍証

している140）。

比較憲法学上の問題関心において第二帝政を位置づける際に用いられてき

た「過渡期的性格」という形容は，近代市民憲法原理の誕生期としての大革

命期と，定着期としての第三共和制期との比較において，理論的検討の重心

から第二帝政期を周縁化させる働きを有していた141）。しかし，かような性格

を第二帝政期に対して認めることによって初めて，第二帝政と第三共和制の

連続局面の分析という重要な論点の存在が示唆されることに注目すべきであ

る。「ボナパルト的デモクラシー」 の自壊的傾向を体制における即自的な 「両

面価値的」 性質として性格づける中谷猛は， 「二重の橋」 というイメージ142）を

用いて，「男子普通選挙制としてのデモクラシーにとってこの時期は，第二

共和政から第三共和政への
〔ママ〕

加橋の役割を意味し，また，議会政治としてのデ

モクラシーにとって，七月王政から第三共和政への
〔ママ〕

加橋の役割を果たすので

ある。」とする143）。かかる「橋」が如何なる実体によって構成されていたの

か―人的・制度的連続性の内実，政治動態の実像―という点は，上述の

1870～1875 年にかけての議会制とそのプラクシスの歴史的性格づけなど，

非常に興味深い論点を構成することになろう。これらの論点の解明が，それ

自体として独立した実証的論考を要するものであることは当然である。本稿

にとっての発展可能性を示唆するかかる論考を他日の課題として，筆を擱く

こととしたい。
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